
　　　※物件の状態によっては、登録をお断りする場合もあります。

～　空き家・空き地を有効活用しませんか？　～

　①　この制度は、町内に賃貸または売却を希望する「空き家または空き地（宅地）」の所有者から

　　物件情報の提供を求め、町の「空き家情報バンク」へ登録し、その物件情報を希望する方へ提供

　　するものです。

活性化を図るため、物件情報の収集を進めています。

情報バンク」へ登録をお願いします。

　松崎町では、町内における空き家及び空き地（宅地）の有効活用と定住促進による地域の

　町内に賃貸または売買を希望する「空き家または空き地（宅地）」をお持ちの方は、「空き家

　⑤　町は物件の賃貸または売買に関する交渉、契約に関与することができませんので、あらかじめ

　　ご承知ください。

ホームページ　：　http://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/

　②　お問い合わせいただいた物件については、基本的に町が協定を結んでいる宅地建物取引業者が

　　現況調査にお伺いし、土地や建物の間取り等の確認を行い、写真を撮らせていただきます。

　③　空き家情報バンク物件登録申込書（様式第１号）及び空き家情報バンク物件登録カード（様式

　　第２号）に記入のうえ、企画観光課まちづくり推進係へお申込みください。

　④　登録いただいた物件情報は、空き家情報バンク登録台帳に登録するとともに松崎町のホームペ

　　ージ等に掲載し、空き家情報バンク利用登録者に提供させていただきます。

募集中 

【お問い合わせ先】 

    松崎町企画観光課まちづくり推進係 

     電 話  ０５５８－４２－３９６４ 

     ＦＡＸ  ０５５８－４２－３１８３ 

     E-mail  kankou＠town.matsuzaki.shizuoka.jp 

◆ まずはお電話を！ または 町のホームページ

◆ 物件登録時に承諾していただくこと 


